
 本書には以下の訂正事項がございます。お詫びとともに、訂正させていただきます。

 訂正箇所 訂正内容 現在（第１刷）の表記 訂正後の表記(太字部が修正箇所）

61ページ7
行目～62
ページ15
行目、
64ページ1
～2行目

相続税の計
算方法

　この遺族は、遺産を４人で均等に分けたとします。実際にもらっ
た金額は、１億５０００万円の４等分なので３７５０万円となりま
す。
　ですが、相続税の対象となる資産は９６００万円なので、遺族の
各人の課税標準の計算は、この９６００万円を４等分することにな
ります。
　９６００万円 ÷ ４人 ＝ ２４００万円
　つまり、各人の相続税の課税標準は２４００万円ということにな
ります。
　この２４００万円に税率をかけたものが、実際に納付する相続税
の額ということになります。
　次ページの表のように、相続税の課税標準が２４００万円の場合
は、税率15％で、控除額が50万円です。だから、次のような算式に
なります。

課税標準２４００万円 × 税率15％－控除額50万円 ＝ ３１０万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相続税額

　この３１０万円が、実際に納付する相続税の額ということです。
　そして、この遺族は４人とも均等に相続していますので、相続税
額はみな同じになります。４人がそれぞれ３１０万円を納付すると
いうことです。
　しかし配偶者には、１億６０００万円の配偶者控除があるので、
２４００万円の課税標準では税額は発生しません。なので、この遺
族全体で払う相続税は、３１０万円の３人分で、９３０万円です。
　１億５０００万円の遺産をもらっても、遺族全体で払う相続税は
９３０万円なのです。

　次にこの９６００万円を一旦、法定相続分で分けたこ
とにして相続税額を算出します。

　配偶者が２分の一の４８００万円、子供たちは６分の
一の１６００万円ずつとなります。
　配偶者は４８００万円なので、税率２０％、控除額２
００万円なので７６０万円。子供たちは１６００万円な
ので税率１５％、控除額５０万円なので１９０万円とな
ります。４人で合計すると、１３３０万円となります。
この１３３０万円がこの遺族全体にかかる相続税です。

　この１３３０万円を、実際にもらった遺産に案分する
ことで各人の相続税額が決まります。これを４人で均等
に分割したとします。一人あたりは３３２万５０００円
です。配偶者は、１億６０００万円までの配偶者控除が
あるので、この３３２万５千円の相続税はかかりませ
ん。
　だから子供たち３人だけ、それぞれ３３２万５０００
円の相続税がかかることになり、この遺族全員分の相続
税支払額は合計で９９７万５０００円です。

86ページ
6行目

遺留分に関
連する説明

「妻に全部譲る」という遺言を残していたとしても、もし両親もし
くは兄弟姉妹が遺留分を主張すれば、両親の場合は６分の１、兄弟
姉妹の場合は８分の１をもらう権利があるのです

「妻に全部譲る」という遺言を残していたとしても、もし
両親が遺留分を主張すれば、両親には６分の１の請求権
が生じます。兄弟姉妹が法定相続人の場合は、遺留分は
ありません。

115ページ
12行目

遺留分に関
連する説明

遺言書をつくっておいても、一定の法定相続人の権利は留保されま
す。遺言書で真に効果があるのは、遺産の半分までです。

遺言書をつくっておいても、一定の法定相続人（配偶
者、親）の権利は留保されます。遺言書で真に効果があ
るのは、遺産の半分までです。

116ページ
2行目

遺留分に関
連する説明

子どもがいない夫婦の相続の場合、兄弟姉妹には４分の１の遺留分
相続権があります。遺産の半分に対して４分の１の相続権があるの
で、つまりは遺産全体の８分の１の相続権があるというわけです。
８分の１程度であれば、放棄してくれる兄弟姉妹も出てくるでしょ
う。
もし遺言書がなければ、４分の１の相続権が発生するので、遺言書
があるのとないのとでは大違いなのです。

だから、「全部、配偶者に与える」と遺言をしていて
も、被相続人の親が生きていて、親が相続権を主張すれ
ば、親の相続分である３分の１の半分、つまり６分の１
は親が持っていくことになるのです。
ただし、法定相続人が兄弟姉妹だった場合、兄弟姉妹に
は遺留分がありません。だから、もし遺言書をつくって
おけば、兄弟姉妹の相続権発生は防ぐことができるので
す。兄弟姉妹が法定相続人になっている場合、もし遺言
書がなければ、４分の１の相続権が発生するので、遺言書
があるのとないのとでは大違いなのです。

212ページ
8行目

遺留分に関
連する説明

※８行目の後に右記を追記
このケースではまず効力のある遺言書を残しておけば、
兄弟姉妹の相続権を消滅させることができます（ただし
親には遺留分が残ります）。

224ページ
10行目

遺留分に関
連する説明

だから、配偶者に全部、相続させたいと思っていても、法定相続権
を持つ者が反対すれば、遺産の一部を取られてしまいかねません。
そのため、子どもがいないような場合は、あらかじめ財産分与をし
ておくべきです。

配偶者に全部、相続させるという遺言書を作成しても、
親が法定相続人になっている場合は遺産の一部を取られ
てしまいかねません（兄弟姉妹の相続権は消滅しま
す）。
そのため、子どもがおらず親が健在のような場合は、あ
らかじめ財産分与をしておくべきでしょう。

（2022年9月30日現在）

 正誤表 


